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豊明市公募型指名競争入札実施要領

（平成１５年１１月２６日決裁）

（趣旨）

第１条 この要領は、豊明市が発注する建設工事において、建設業者から、技

術的適性をより的確に把握するための技術資料を公募により幅広く求め、入

札及び契約手続きのより一層の透明性・競争性を高めることを目的とする指

名競争入札（以下「公募型指名競争入札」という。）を実施するための必要な

事項を定める。

（対象工事）

第２条 対象となる建設工事は、土木一式工事、建築一式工事及び舗装工事の

３業種とし、１件につき設計金額が制限付き一般競争入札の対象未満の工事

につき、対象とすることができるものとする。

（対象業者）

第３条 公募型指名競争入札に参加することができる業者は、豊明市工事等競

争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）において、前条の工事

業種毎に登録されている者とする。

（入札の掲示）

第４条 市長は、公募型指名競争入札により契約の相手方を決定しようとする

場合は、公募型指名競争入札工事発注表（様式第１号）を掲示するものとす

る。

２ 対象となる者の資格は、資格者名簿における対象工事に係る業種の総合数

値等による格付に基づき別表のとおり定めるものとする。

（入札応募者の申請）

第５条 公募型指名競争入札への応募をする者は、参加資格の条件を満たして

いる場合に限り、公募型指名競争入札参加申請書（様式第２号。以下「申請

書」という。）を所定の期日までに、市長に提出することができるものとする。

２ 前項により申請書を提出する者は、申請書に技術資料を添付しなければな

らない。この場合、技術資料の内容は次に掲げるものの中から、当該工事の

特性等に応じて決定する。

（１） 同種又は類似工事の施工実績
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（２） 当該工事配置予定の主任技術者等の資格及び工事経験

（３） その他市長が必要と認める事項

（入札参加者の指名等）

第６条 指名業者審査委員会（以下「委員会」という。）は、前条により申請の

あった者より入札参加者を選定する。

２ 市長は、委員会の選定に基づき入札参加者を指名する。

３ 市長は、応募した者の技術資料の審査等により３名以上選定することがで

きない場合は、指名競争入札により行うものとする。

４ 市長は、第２項で指名した者に対して入札執行に必要な事項を通知する。

ただし、指名しなかった者に対しては、指名しなかった旨及び指名しなかっ

た理由を公募型指名競争入札非指名通知書（様式第３号。以下「非指名通知

書」という。）により通知する。

（理由説明等）

第７条 前条第４項の規定により非指名通知を受けた者は、通知を受けた日か

ら起算して３日以内に、書面により指名しなかった理由について、説明を求

めることができる。

２ 市長は、前項による説明を求められたときは、速やかに回答するものとす

る。

（秘密の保持）

第８条 提出された技術資料は、公表しない。

（その他）

第９条 この要領に定めるものを除き、公募型指名競争入札の実施に関し必要

な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。

  （省略）

附 則

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。
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別表（第４条関係）

総合数値による等級区分

等級 土木一式工事 建築一式工事 舗装工事

Ａ 1,000 以上 1,000 以上 1,000 以上

Ｂ 700 以上 1,000 未満 700 以上 1,000 未満 700 以上 1,000 未満

Ｃ 700 未満 700 未満 700 未満

Ｄ

次のいずれかに該当する者は資格者名簿の総合数値にかかわらずこ

の等級とする。

・対象工事業種において、前年度３月３１日以前５年度間に、国、

愛知県又は豊明市と同規模工事の施工実績のない業者。

・対象工事業種において、資格者名簿の年間完成工事高の実績が著

しく低い業者。


